
〈
研
究
ノ
1
ト
〉

児
童
収
容
施
設
の
形
成
・
展
開
過
程
（
そ
の

ε

｜
｜
上
毛
孤
児
院
の
経
営
・
財
政
の
整
備
過
程
に
つ
い
て

一
八
九
七
（
明
治
三

O
〉
年
J
一
九

O
ニ
ハ
明
治
三
五
〉
年

宇

都

栄

子

問
題
視
点

程過開展成形齢
な
か
で
も
、
児
童
の
養
育
担
当
及
び
責
任
者
等
が
、
死
亡
、
貧
困
、
逃
亡
等
に
よ
り
一
時
的
に
か
永
久
的
に
か
そ
の
養
育
機
能
を

／
 

楠
果
た
し
得
な
く
な
っ
た
時
、
そ
れ
に
対
応
す
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
孤
児
院
あ
る
い
は
育
児
院
と
称
呼
さ
れ
る
児
童
収
容
施
設

－
 

凱
が
、
明
治
期
に
入
り
多
数
設
立
さ
れ
た
の
は
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
児
童
収
容
施
設
の
形
成
・
展
開
過
程
に

児

焦
点
を
あ
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
の
政
治
的
変
草
と
共
に
、
大
き
く
そ
の
性
格
を
変
え
た
も
の
の
一
つ
に
人
々
の
生
活
函
窮
時
の
救
済
組
織
が
あ
る
。

明
治
期
に
入
り
、
人
々
が
日
々
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
む
ら
の
枠
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
、
日
々
の
生
活
の
再
生
産
に
支
障
を
き
た

す
事
態
が
生
じ
た
時
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
常
設
の
施
設
ハ
救
療
、
救
貧
、
育
児
、
養
老
、
不
良
少
年
感
化
等
〉
が
多
数
創
設

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
ま
で
の
救
済
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
る
点
と
い
っ
て
よ
い
。
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日
本
社
会
に
お
け
る
救
済
組
織
、
制
度
の
整
備
過
程
の
特
質
を
把
え
る
こ
と
は
、
政
府
政
策
に
み
ら
れ
る
全
体
社
会
的
規
模
で
の

制
度
整
備
過
程
の
検
討
と
共
に
、
隣
保
相
扶
、
民
間
慈
善
事
業
家
に
よ
る
具
体
的
事
例
の
積
み
重
ね
が
必
要
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
、
前
述
し
た
よ
う
な
児
童
収
容
施
設
と
し
て
は
こ

O
数
番
め
に
設
立
さ
れ
た

上
毛
孤
児
断
）
（
現
称
社
会
福
祉
法
人
上
毛
愛
隣
社
、
群
馬
県
前
橋
市
）
を
調
査
研
究
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
経
営
・
財
政
組
織

の
初
期
の
整
備
過
程
、
一
八
九
七
（
明
治
三

O
）
年
か
ら
一
九

O
ニ
ハ
明
治
三
五
〉
年
を
中
心
に
検
討
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
毛
孤
児
院
を
調
査
研
究
対
象
と
し
た
理
由
は
、
第
一
に
は
、
現
在
も
施
設
が
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
施
設
の
形
成
・
展
開
過
程
を
み
て
い
く
う
え
で
重
要
な
意
味
あ
い
を
持
っ
て
く
る
。
第
二
に
は
、
施
設
の
存
立
基
盤
、
施
設
の
生

活
全
般
に
か
か
わ
る
文
書
資
料
が
散
逸
し
た
と
は
い
え
、
か
な
り
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
育
児
施
設
の
構
成
要
素

と
し
て
は
、
児
童
（
対
象
者
〉
、
経
営
者
（
経
営
主
体
〉
、
従
事
者
（
実
践
主
体
）
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
施
設
で
の
日
々
の
生
活

は

C
－F
E
E
－－d
E
n
c
z
S
（
文
化
的
真
空
状
態
〉
に
お
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
で
の
生
活
が
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る

に
あ
た
っ
て
は
、
施
設
を
と
り
ま
く
歴
史
的
社
会
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
諸
条
件
の
一
つ
に

地
域
住
民
と
の
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
看
過
し
得
な
い
条
件
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
育
児
施
設
は
児
童
、
経
営
者
、
従
事

者
、
地
級
住
民
・
後
援
者
を
構
成
要
素
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
構
成
要
素
別
に
上
毛
愛
隣
社
所
蔵
資
料
を
整
理
す

る
と
、① 

入
院
児
童
に
関
す
る
資
料

収
容
児
身
分
帳
、
年
度
別
入
退
院
児
控
簿
、
収
容
者
人
名
簿
、
棄
孤
児
入
院
に
関
す
る
綴
、
戸
籍
騰
本
綴
込
、
写
真
（
施
設

内
の
日
常
生
活
に
つ
い
て
撮
影
し
た
も
の
〉
、
そ
の
他
各
種
文
書
中
に
児
童
に
関
す
る
事
項
有
。
上
毛
孤
児
院
月
報
中
の
記
事

② 

経
営
に
関
す
る
資
料
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創
設
者
た
ち
の
日
誌
、
来
信
・
発
信
・
返
信
控
簿
、
上
毛
孤
児
院
設
立
主
意
書
、
基
本
金
に
関
す
る
綴
、
借
入
金
に
関
す
る

綴
、
本
院
創
立
以
来
収
支
年
別
表
等
財
政
関
係
資
料
、
（
業
務
）
日
誌
（
明
治
三
八
年
以
降
）
、
公
文
書
綴
込
、
諸
報
告
綴
、
院

の
組
織
鐙
に
登
記
に
関
す
る
綴
上
毛
醜
児
院
月
報
中
の
記
事

③
従
事
者
に
関
す
る
資
料

諸
報
告
綴
等
の
中
に
従
事
者
の
履
歴
・
給
与
等
の
書
類
有
。
上
毛
甑
児
院
月
報
中
の
記
事

④ 

地
域
住
民
・
後
援
者
に
関
す
る
資
料

よ
毛
孤
児
院
月
報
の
寄
稿
論
文
並
び
に
寄
附
者
一
覧
、
寄
附
金
口
問
控
帳
、
寄
附
金
品
並
に
物
品
人
名
簿
、
慈
善
会
決
算
報
告

書
、
新
聞
記
事
ス
ク
ラ
ッ
プ

等
の
第
一
次
資
料
の
他
、
『
上
毛
孤
児
院
十
年
紀
』
、
『
上
毛
愛
隣
社
八
十
年
史
』
等
の
院
史
も
編
集
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
は
、
初
期
の
上
毛
孤
児
院
で
成
長
さ
れ
た
方
々
が
幾
人
か
お
ら
れ
、
文
書
資
料
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
人
々
か
ら
の
き

児童収容施設の形成・展開過程

き
と
り
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
か
な
り
な
量
の
文
書
資
料
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
施
設
で
の
生
活
を

把
握
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
文
書
資
料
の
書
き
手
は
、
ほ
と
ん
ど
経
営
者
、
従
事
者
、
役
人

で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
そ
う
し
た
条
件
に
規
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
へ
入
院
児
童
の
側
か
ら
み
た
施
設
観
が
得
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
大
変
意
味
が
深
い
。
そ
の
他
、
上
毛
愛
隣
社
に
有
力
な
協
力
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
前
橋
は
筆
者
の

居
住
地
東
京
よ
り
電
車
に
て
こ
時
間
余
の
位
置
に
あ
り
、
現
地
調
査
を
実
施
し
易
く
、
従
っ
て
、
資
料
の
閲
覧
に
便
利
で
あ
る
こ
と

も
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

（註
1
）

上
毛
孤
児
院
は
一
八
九
二
〈
明
治
二
五
V

年
六
月
三
O
目
、
群
馬
県
前
橋
市
岩
神
村
に
宮
内
文
作
、
横
地
源
七
郎
、
金
子
尚
維
に
よ
っ
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て
設
立
さ
れ
た
。
宮
内
は
前
橋
教
会
員
で
あ
砂
、
当
時
、
「
住
吉
屋
」
と
い
う
旅
館
を
経
営
し
て
い
た
。
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
一

O
月
二
八
日
に
起
っ
た
波
尾
地
方
の
震
災
の
惨
状
｜
｜
特
に
孤
児
の
ー
ー
を
旅
客
よ
り
伝
え
聞
き
、
孤
児
救
済
を
決
心
し
た
が
、
既
に
石

井
十
次
等
が
「
震
災
孤
児
院
」
を
設
立
し
た
こ
と
を
聞
き
、
そ
の
計
画
を
や
め
た
。
そ
の
後
「
社
会
ハ
蹟
シ
人
々
ハ
多
シ
其
内
孤
タ
ル
モ

ノ
蓋
シ
砂
ナ
カ
ラ
サ
ル
ベ
シ
、
去
ラ
バ
当
地
方
＝
モ
一
ツ
ノ
孤
児
院
ヲ
設
立
シ
テ
、
附
近
ノ
孤
児
ヲ
教
養
ス
ル
事
ハ
最
モ
大
切
ナ
ル
コ

ト
」
と
決
心
し
、
同
じ
教
会
員
で
孤
児
保
護
に
関
心
の
あ
る
青
年
金
子
尚
雄
を
養
育
主
任
と
し
て
発
足
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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上
毛
孤
児
院
経
営
組
織
の
整
備
過
程

ー
、
創
設
当
初
の
院
組
織

一
八
九
ニ
（
明
治
三
五
〉
年
の
創
設
時
よ
り
一
八
九
七
ハ
明
治
一
ニ

O
〉
年
頃
ま
で
の
上
毛
孤
児
院
は
余
り
組
織
だ
っ
た
活
動
は
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
ず
か
な
が
ら
組
織
と
お
ぼ
し
き
も
の
も
見
ら
れ
る
の
で
ふ
れ
て
み
た
い
。
創
設
時
の
「
上
毛
孤
児
院
設
立

主
意
」
に
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
次
に
全
文
を
掲
げ
る
。

上
毛
孤
児
院
設
立
主
意

－天
下
憐
ム
ヘ
キ
モ
ノ
誠
ニ
多
シ
而
シ
テ
就
中
憐
ム
ヘ
キ
モ
ノ
最
モ
甚
シ
キ
モ
ノ
孤
児
ニ
及
フ
モ
ノ
ナ
カ
ル
ベ
シ
彼
レ
ニ
ハ
彼
レ
ヲ

養
フ
ヘ
キ
父
モ
ナ
ク
彼
ヲ
暖
ム
ヘ
キ
母
モ
ナ
シ
従
テ
幸
福
ナ
ル
喜
楽
ナ
ル
家
庭
ア
ラ
ン
ヤ
故
ニ
彼
ハ
父
母
親
近
ノ
愛
撫
ニ
育
ツ
能
ハ

ス
シ
テ
往
々
自
活
ノ
道
ニ
窮
シ
銭
ニ
泣
キ
凍
ニ
悲
ミ
遂
－
一
死
ニ
至
ル
偶
三
期
ク
生
長
ス
ル
ア
ル
モ
寅
ユ
天
眠
ノ
美
性
ヲ
破
強
シ
テ
既

ニ
不
可
救
ノ
不
正
不
良
ノ
境
界
ニ
陥
落
ス
宣
惜
シ
ム
ヘ
キ
寸
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
然
レ
陀
彼
等
ハ
決
シ
テ
別
ニ
ソ
ノ
種
ア
リ
テ
然
ル
ニ
ナ
ラ

ス
若
シ
夫
レ
之
ヲ
救
養
シ
之
ヲ
教
育
ス
ル
ユ
於
テ
ハ
蝦
令
賢
明
厚
徳
ノ
人
ト
ナ
ス
能
ハ
サ
ル
モ
尚
以
テ
尋
常
一
般
ノ
人
タ
ラ
シ
ム
ル

（ママ）

寸
ヲ
得
ベ
シ
而
シ
テ
人
之
ヲ
思
ハ
ス
社
会
亦
之
ヲ
顧
ミ
ス
ソ
ノ
浪
々
再
々
堕
落
ス
ル
ガ
鐙
ニ
委
棄
ス
呼
鳴
何
等
ノ
悲
シ
キ
ー
ゾ
天
下



七
慈
ノ
心
ア
ル
モ
ノ
誰
カ
之
ヲ
忍
フ
寸
ヲ
得
γ
ャ

其
故
三
音
等
蕊
ニ
上
毛
孤
児
院
ヲ
設
立
ス
素
ヨ
リ
資
力
ア
ル
ニ
ヨ
ル
ニ
非
ス
徳
識
ア
ル
ニ
ヨ
ル
ニ
ア
ラ
ス
唯
天
父
ハ
吾
等
カ
情
耐

ヘ
ス
シ
テ
成
ス
処
ヲ
顧
ミ
給
フ
ヲ
信
ス
ル
カ
故
ニ
其
ノ
恩
胎
エ
ヨ
リ
給
フ
所
ヲ
以
テ
孤
児
ト
共
ニ
衣
食
シ
且
之
ヲ
教
へ
導
キ
以
テ
其
，

発
育
ヲ
圃
リ
彼
等
ヲ
シ
テ
ソ
ノ
堕
落
ス
ベ
キ
ノ
境
界
ヨ
リ
脱
セ
シ
メ
而
シ
テ
吾
等
ハ
之
レ
カ
為
メ
ニ
生
涯
ノ
全
力
ヲ
捧
ゲ
致
サ
ン
ト

欲
ス
ル
ナ
リ

吾
等
ノ
真
意
斯
ノ
如
シ
天
下
若
シ
同
志
ノ
兄
姉
ア
リ
テ
吾
等
ノ
ナ
ス
所
ヲ
賛
助
シ
給
ハ
、
吾
等
ノ
宰
ト
喜
何
モ
ノ
カ
之
ニ
加
カ
ン

ヤ

定

則

児童収容施設の形成・展開過程

一
、
本
院
ハ
基
督
教
主
義
ニ
シ
テ
普
グ
無
告
可
憐
ノ
孤
児
ヲ
救
養
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

て
本
院
ノ
維
持
ハ
天
下
慈
善
家
ノ
寄
附
金
品
ニ
ヨ
リ
決
シ
テ
他
ヨ
リ
負
債
セ
ス

一
、
本
院
ハ
将
来
孤
児
ヲ
シ
テ
濁
立
自
活
セ
シ
メ
ン
カ
為
毎
日
定
時
間
ノ
労
働
ヲ
ナ
サ
シ
メ
又
日
用
必
須

ノ
撃
答
ヲ
教
授
ス

群
馬
鯨
前
橋
市
岩
神
村
一
四
九
番
地

明
治
廿
五
年
六
月

発
r.-.re. 
人 上

，毛
孤
児
院

内

文

作

宮横

地

源

七

郎
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本
主
意
書
の
後
段
の
「
定
則
」
に
、
入
院
基
準
、
維
持
の
方
法
、
教
育
方
法
と
も
言
う
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
。
し
か

356 

し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
入
院
基
準
に
あ
う
「
無
告
可
憐
ノ
孤
児
〕
を
受
付
け
る
の
か
、
「
慈
善
家
ノ
寄
附
金
品
」
を
ど
の
よ
う
．

に
し
て
集
め
る
の
か
、
「
定
時
間
ノ
労
働
」
「
日
用
必
須
ノ
学
葱
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
教
授
す
る
の
か
、
い
ず
れ
も
明
記
し
た
も
の

や
4
R
p
h

－、。

i
v
e
J
B
h
w
 

入
院
事
例
よ
り
見
る
に
、
教
会
関
係
者
か
ら
の
紹
介
に
よ
っ
て
創
設
当
初
の
孤
児
た
ち
は
入
院
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
寄

一
九
八
二
年
一
一
月
）
で
ふ
れ
た
よ
う

に
、
前
橋
教
会
を
中
心
と
し
た
支
援
者
た
ち
に
よ
っ
て
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
よ
り
、
創
設
当
初
は
、
創
設
者
た
も
の
所

属
し
た
前
橋
教
会
を
中
心
と
し
た
教
会
関
係
者
た
も
の
支
援
で
成
り
た
っ
て
お
り
、
そ
の
輸
は
あ
ま
り
大
き
く
広
が
っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
積
極
的
に
広
げ
よ
う
と
の
試
み
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

附
も
既
に
拙
稿
「
児
童
収
容
施
設
と
支
援
す
る
人
び
と
」
（
上
毛
愛
隣
社
九

O
周
年
記
念
、

何
故
、
広
く
支
援
を
求
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
『
上
毛
孤
児
院
十
年
紀
』
に
よ
る
と
、
「
勿
論
宮
内
翁
と
い
ひ
金
子
氏
と
い

ひ
嘗
初
よ
り
治
く
告
げ
虞
く
傍
へ
以
て
同
志
の
助
力
を
求
め
ば
院
業
の
殻
達
機
張
を
困
る
点
に
於
て
労
少
な
く
し
て
長
足
の
進
歩
を

篤
し
得
ら
る
べ
き
を
知
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
経
奉
妄
動
、
庚
告
的
の
運
動
を
な
さ
ば
、
心
な
き
世
人
に
誤
解
せ
ら
れ
、
徒

ら
に
批
難
と
噸
笑
と
を
招
か
ん
こ
と
を
虞
れ
、
創
立
以
来
慎
重
の
態
度
を
と
り
、
自
然
の
登
達
に
任
せ
た
り
」
（
「
附
録
」
二
八
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
八
八
七
ハ
明
治
二

O
）
年
来
日
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ミ
ュ

l
ラ

l
の
影
響
が
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
め
の
労
働
と
し
て
は
、

院
児
た
も
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
学
齢
児
童
は
敷
島
小
学
校
へ
、
幼
児
は
清
心
幼
稚
園
に
入
園
さ
せ
た
。
ま
た
、
将
来
の
自
活
の

一
八
九
五
（
明
治
二
八
〉
年
よ
り
、
養
蚕
を
開
始
し
て
い
る
。
前
年
の
九
四
〈
明
治
二
七
）
年
七
月
二

O

目
前
橋
基
督
教
会
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
上
毛
孤
児
院
二
周
年
紀
年
会
に
お
け
る
金
子
尚
維
の
挨
拶
草
稿
と
推
定
さ
れ
る
文
書

の
中
に
は
、
設
立
主
意
書
の
定
則
の
三
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



「
第
三
僚
ノ
寸
モ
過
去
ノ
寸
ハ
申
上
ル
ノ
モ
祉
入
リ
タ
ル
寸
デ
ス
、
何
故
ナ
レ
パ
先
キ
ニ
申
セ
シ
通
リ
ニ
家
庭
ノ
有
様
カ
メ
チ
ヤ

／
＼
テ
シ
タ
カ
仕
事
モ
ナ
ク
散
ユ
ル
コ
ト
モ
出
来
ズ
ユ
オ
リ
コ
ノ
タ
メ
学
問
ノ
方
モ
之
ト
イ
フ
進
歩
モ
ナ
ク
之
レ
ト
イ
フ
程
ノ
結
果

ノ
申
上
ル
モ
ノ
モ
ナ
イ
ノ
デ
ス
、

シ
カ
シ
将
来
ハ
、
孤
児
院
ノ
仕
事
ト
シ
テ
造
花
ヲ
シ
タ
イ
考
へ
テ
不
完
全
ナ
カ
ラ
器
具
モ
原
料
モ

略
ホ
揃
ツ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
不
日
着
手
ス
ル
寸
ニ
致
シ
マ
ス
、
素
ヨ
リ
今
日
ハ
不
完
全
ナ
カ
ラ
只
此
目
的
ニ
向
ツ
テ
全
力
ヲ
尽
ス
考

へ
テ
ア
リ
マ
ス
」
と
あ
り
、
造
花
．つ
く
り
を
子
供
た
ち
の
将
来
の
自
活
の
道
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の

後
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
実
際
に
実
施
し
た
形
跡
も
な
い
。

児
童
の
保
護
救
養
の
あ
り
方
と
し
て
は
「
出
来
ル
丈
多
ク
家
族
的
ノ
快
楽
ヲ
輿
へ
タ
イ
」
と
し
て
、
養
育
主
任
金
子
尚
維
を
「
お

父
さ
ん
」
、
院
母
を
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ば
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
創
設
当
初
の
上
毛
孤
児
院
は
、
教
会
関
係
者
等
よ
り
連
絡
を
受
け
た
「
無
告
可
憐
ノ
孤
児
」
を
、
「
身
内
」
の
ハ
前

橋
教
会
員
並
び
に
そ
の
他
教
会
関
係
者
）
「
慈
善
家
ノ
寄
附
金
品
」
に
よ
っ
て
「
家
族
的
」
処
遇
に
よ
っ
て
養
育
主
任
金
子
夫
妻
が

児童収容施設の形成・展開過程

養
育
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
院
主
宮
内
文
作
並
び
に
そ
の
友
人
横
地
源
七
郎
は
財
政
担
当
者
と
し
て
寄
附
金
品
の
収
集
を
行
う

と
共
に
自
ら
寄
附
金
品
を
院
に
寄
せ
た
。

2
、
財
団
法
人
の
申
請
と
『
孤
児
之
友
』
発
刊

明
治
三

O
（
一
八
九
七
）
年
代
に
入
り
、
上
毛
孤
児
院
は
組
織
確
立
へ
の
道
を
歩
み
出
し
た
。
こ
の
年
の
一

O
月
中
旬
に
は
、
基

本
金
募
集
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
院
業
の
撮
張
に
伴
ふ
て
出
費
漸
く
嵩
み
衆
り
、
毎
月
の
維
持
を
皐
に
臨
時
の
寄
附
金

の
み
依
頼
す
る
の
危
き
を
感
じ
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
翌
年
、
明
治
＝
二
ハ
一
八
九
八
）
年
五
月
に
は
院
舎
敷
地
四
二

O
坪
を
購

入
、
敷
地
建
物
等
院
の
所
有
と
す
る
と
同
時
に
、
後
述
す
る
趣
意
書
を
広
く
市
内
に
配
付
、
予
約
寄
附
金
の
募
集
を
開
始
し
た
。
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さ
ら
に
十
月
十
日
に
は
左
記
の
財
団
法
人
認
可
願
を
内
務
大
臣
へ
提
出
し
て
い
る
。



財
圏
法
λ
認
可
願

群
馬
蘇
前
橋
市
岩
神
村
百
四
十
九
番
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上
毛
孤
児
院

本
院
ハ
明
治
斑
拾
五
年
六
月
三
十
日
ヨ
リ
施
行
シ
来
リ
タ
ル
モ
ノ
エ
シ
’テ
民
法
施
行
法
第
一
九
僚
－
一
依
ル
モ
ノ
ト
存
候
間
認
可
相
成

度
別
紙
寄
附
行
為
書
相
添
へ
此
段
奉
願
候
也

群
馬
鯨
前
橋
市
桑
町
三
十
一
番
地
住

上
毛
孤
児
院
財
産
管
理
理
事

明
治
三
十
一
年
十
月
十
日

宮

内

文

作

全
鯨
全
市
岩
神
村
百
四
十
九
番
地
住

上
毛
孤
児
院
養
育
主
任
理
事

金

子

尚

雄

内
務
大
臣
伯
餌
板
垣
退
助
殴

本
申
請
は
明
治
三
四
ハ
一
九

O
一
〉
年
九
月
九
日
内
務
省
指
令
戊
第
三
四
号
を
も
っ
て
許
可
さ
れ
た
。
財
団
法
人
と
な
っ
て
か
ら

の
組
織
規
程
に
つ
い
て
は
3
で
述
べ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
財
団
法
人
申
請
に
引
続
き
な
さ
れ
た
院
組
織
確
立
へ
の
歩
み
を
さ
ら

に
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

明
治
三
二
三
八
九
九
〉
年
二
月
よ
り
月
刊
誌
を
発
刊
、
『
孤
児
之
友
』
と
し
た
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
月
報
の
発
刊
に
つ

い
て
『
上
毛
孤
児
院
十
年
紀
』
は
「
大
に
進
撃
的
の
方
針
を
執
り
て
飛
躍
を
試
み
ん
と
し
」
（
附
録
三

O
頁
〕
と
評
し
て
い
る
。
「
孤



児
乃
友
護
刊
之
僻
」
に
よ
れ
ば
、
本
誌
発
刊
に
よ
っ
て
目
ざ
し
た
こ
と
は
以
下
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ハ
前
略
〉

爾
来
事
業
の
好
果
を
祈
り
毅
達
を
葉
ふ
の
念
は
一
日
も
止
む
時
な
か
り
し
と
難
も
心
な
き
世
人
に
誤
解
せ
ら
れ
徒
ら
に
批
難
と
明

笑
と
を
招
か
ん
な
と
を
慮
り
て
豪
も
庚
告
的
の
摩
動
を
篤
さ
す
自
ら
進
ん
で
強
て
金
品
の
寄
附
を
促
さ
ず
心
静
か
に
時
機
の
到
る

を
待
ち
以
て
自
然
の
殻
達
に
任
せ
た
り
き
然
れ
と
も
皇
天
の
祝
福
優
か
に
し
て
絶
へ
す
其
恵
護
を
蒙
り
世
上
亦
幾
多
の
知
己
あ
り

て
常
に
其
賛
助
を
辱
ふ
し
事
業
は
著
々
其
歩
武
を
進
め
て
終
に
一
新
紀
元
を
聞
か
ん
と
す
る
の
運
に
到
り
ぬ
感
謝
せ
き
る
へ
け
ん

や故
を
以
て
藍
に
、
今
後
毎
月
一
回
本
紙
『
孤
児
之
友
』
を
後
刊
し
て
諸
君
の
前
に
致
し
庚
く
世
間
に
領
ち
て
事
業
の
成
績
を
報
し

併
せ
て
本
院
を
社
舎
に
紹
介
し
て
相
互
の
聯
絡
を
保
ち
更
に
知
己
を
天
下
に
求
め
て
将
来
の
査
策
を
篤
さ
ん
と
す
若
し
夫
れ
本
院

の
経
歴
と
現
在
の
扶
況
等
の
如
き
は
順
次
之
を
録
し
て
紙
上
に
活
現
せ
し
め
ん
こ
と
を
期
す
世
の
仁
人
慈
土
宰
ひ
に
本
紙
に
よ
り

児童収容施設の形成・展開過程

て
嘗
院
の
事
業
を
詳
悉
せ
ら
れ
社
舎
の
改
善
進
歩
の
矯
め
将
た
人
情
の
美
を
篤
さ
ん
か
為
め
に
常
に
渥
き
同
情
を
寄
せ
ら
れ
長
へ

に
孤
児
の
友
を
以
て
任
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
之
を
殻
刊
の
僻
と
す

ま
た
、
養
育
主
任
金
子
尚
維
に
よ
れ
ば
、
「
寄
贈
の
金
品
か
如
何
に
消
費
せ
ら
れ
如
何
な
る
用
途
に
充
て
ら
る
L
か
を
詳
記
し
這

厘
の
徴
も
濫
に
せ
さ
る
こ
と
を
公
告
し
て
其
収
支
を
明
白
な
ら
し
め
ん
と
す
」
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
。
本
紙
上
、

寄
附
金
品
、
収
支
状
況
等
に
つ
い
て
号
が
進
む
に
つ
れ
て
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
と
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
孤
児
院
経
営
へ

の
賛
助
者
た
ち
へ
の
報
告
の
意
味
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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3
、
賛
助
員
制
と
地
方
委
員
制
度



方
委
員
制
度
を
設
け
た
。

さ
ら
に
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
二
月
に
は
昨
年
来
の
計
画
で
あ
っ
た
予
約
寄
附
者
H
賛
助
員
一
千
名
の
募
集
に
際
し
、
地

360 

地
方
の
特
志
家
に
地
方
委
員
の
事
務
を
嘱
託
し
、
費
助
金
募
集
、
月
報
の
配
布
、
孤
児
入
院
等
の
周
旋
を
襲
う
と
い
う
制
度
で
あ

っ
た
。

北
甘
楽
郡
下
仁
田
町

明
治
三
五
年
（
一
九

O
二
年
〉
年
時
で
左
の
三
九
名
で
あ
っ
た
。

有

賀

み

よ

同

郡

富

岡

町

同

郡

吉

田

村

字

南

蛇

弁

安

部

嘉

平

原

津

逸

同

郡

同

町

同

郡

同

町

同

郡

同

町

同

郡

小

野

村

多
野
郡
藤
岡
町

同

郡

同

町

同
郡
小
野
村
字
中
島

同

郡

同

村

同

郡

鬼

石

町

山
図
郡
大
間
々
町

古

津

小東

郎

黛

治

良

中
篠
伊
之
士
回

松

井

十

議

飯

塚

伊

平

小

川

徳

太

郎

栗

原

兵

次

郎

惣

中

被

烏

金

子

小

太

郎

富

津

政

八

郎

佐
波
郡
名
和
村
柴
町

同 ．同
郡

伊

勢

崎

町

郡

同

町

同

郡

同

町

同

郡

同

町

同

郡

殖

蓮

村

同

郡

連

取

村

吾
妻
郡
津
田
村
字
山
田

高

崎

市

本

町

同

市

同

市

群
馬
郡
溢
川
町

山
田
郡
桐
生
町

森

川

抱

次

磯

部

市

次

郎

星

野

助
三
郎

戸

谷

清

一

郎

武

孫

平

武

安

議

森

村

尭

太

岡

田

虎

松

宮

原

ーノ、

太

福

田

福

太

郎

山
之
井
金
之
助

並

木

鉾

τk 
ロ

川

島

善

四

郎



山
田
郡
川
内
村

木

村

龍

± 
ロ

碓
氷
郡
安
中
町

久
保
庭

幸
三
郎

同

郡

同

町

室

橋

信

好

同
郡
松郡

井

田

町

中

村

今庄清
三次

作郎郎

同

町

同

松

本

同

郡

原

市

町

半

田

同

郡

後

閑

村

長

加

部

寅

ョ』
ロ

こ
れ
を
県

・
郡
・
市
別
に
み
る
と
表
1
の
通
り
で
あ
り
、
北
甘
楽
郡
、
多
野
郡
、
佐
波
郡
、
碓
氷
郡
に
偏
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ

利
根
郡
沼
田
町

角

田

茂

登

造

同

郡

同

町

屋

代

武

記

．埼
玉
懸
南
埼
玉
郡
川
通
村
金
子
雄
四
郎

栃
木
蘇
足
利
町

鯨

森
本
錨
右
衛
門

同

町

足

利

武

千

代

同

岡

田

脚

同

町

森

田

金

之

助

か
る
。
地
方
委
員
は
『
孤
児
乃
友
』
『
上
毛
孤
児
院
月
報
』
な
ど
の
記
事
よ
り
見
る
に
、
基
督
教
会
員
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

地
方
委
員
の
数
は
、
月
報
の
院
況
一
班
に
よ
っ
て
明
治
三
三
年
よ
り
岡
田

O
年
ま
で
明
ら
か
で
あ
る
。
院
況
一
班
に
お
い
て
は
員

数
の
み
明
ら
か
で
あ
り
、
県
・
郡
・
市
別
と
い
っ
た
構
成
の
あ
り
方
ま
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

児童収容施設の形成・展開過程

地方~員県・郡・市別
明治35年現在

県・郡・市別 ｜人数

北甘楽郡 7 

群
多 野 郡 5 

佐 波 郡 7 

豆同i. 萎 郡 1 

馬 高 崎 市 3 

群 馬 郡 1 

山 回 郡 3 
県 E佐 氷 郡 6 

利 根 郡 2 

担告 玉 県 1 

栃 木 県 3 

合 計 39 

表 1

地方委員数

年 月 ｜人数

明治32・3 14 
，， ・4 21 

// • 5～10 22 

明治33・2 24 
，， • 4～12 25 

明治34・1 26 
，， • 2～12 29 
，， • 1～ 2 31 
，， • 3～10 36 

、，， • 11～8 39 

明治37・治13～8 48 明.4 

明治39・r;5合4～0 47 明.8 
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表 2



地
方
委
員
は
そ
の
設
置
当
初
企
画
さ
打
た
よ
う
に
賛
助
金
品
の
募
集
、
孤
児
の
入
院
の
周
旋
に
お
い
て
多
い
に
そ
の
機
能
を
発
梅
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し
た
の
み
な
ら
ず
、
明
治
三
四
年
以
降
開
催
さ
れ
た
慈
善
演
芸
会
・
幻
灯
演
芸
会
に
際
し
て
も
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
『
上
毛
孤
児
院
月
報
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。

4
、
財
団
法
人
に
伴
う
組
織
規
程
の
整
備

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
明
治
三
四
（
一
九

O
一
）
年
九
月
九
日
内
務
省
指
令
戊
第
三
四
号
を
も
っ
て
上
毛
孤
児
院
の
財
団
法

人
申
請
は
許
可
さ
れ
、
九
月
二
七
日
に
は
法
人
設
立
登
記
を
完
了
『
孤
児
乃
友
』

・第
三
三
号
誌
上
に
て
「
財
画
法
人
の
設
立
に
際
し

て
治
く
豚
下
の
仁
土
に
訴
ふ
」
と
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
「
之
れ
で
本
院
の
事
業
が
吾
人
二
三
の
専
有
で
は
な
く
社
舎
公
共

ハ
即
ち
諸
君
）
の
事
楽
で
あ
る
こ
と
は
愈
々
明
白
に
な
っ
た
」
「
此
後
は
吾
人
理
事
か
寄
附
行
為
の
範
閣
内
に
於
て
法
人
（
上
毛
孤

児
院
〉
の
目
的
に
従
っ
て
虞
面
白
に
其
事
務
を
執
っ
て
行
き
さ
へ
す
れ
ば
決
し
て
法
人
の
存
立
を
危
く
す
る
様
な
こ
と
は
な
い
の
で

す
か
ら
、

事
業
の
基
礎
が
全
然
牽
固
に
な
っ
た
次
第
で
す
」
と
述
べ

「
豚
下
の
志
士
仁
人
よ
諸
君
が
若
し
一
一
位
の
資
を
投
す
る
こ
と

を
守
合
ま
な
け
れ
ば
蘇
下
唯
一
の
本
院
の
事
業
は
上
毛
の
野
に
於
て
嫡
然
と
し
て
盆
其
光
輝
を
放
つ
に
至
る
で
あ
ら
ふ
」
と
、
更
な
る

県
民
の
支
援
を
訴
え
た
。
そ
し
て
、
「
先
づ
何
れ
の
地
方
を
聞
は
ず
若
し
孤
児
（
員
に
両
親
な
き
も
の
〉
あ
ら
ば
之
を
本
院
に
送
ら

れ
よ
、
院
舎
の
許
す
限
り
は
必
ず
収
養
し
て
彼
等
を
教
養
す
る
こ
と
を
努
む
ベ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
、
『
孤

児
乃
友
』
第
一
号
に
お
い
て
支
援
者
た
ち
に
訴
え
て
い
る
が
、
従
来
、
各
地
の
基
督
教
会
員
、
県
、
市
町
村
、
警
察
を
通
じ
て
入
院

児
童
は
院
へ
送
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
一
般
県
民
の
範
囲
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
財
団
法
人
化
と
共
に
事
業
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
同
時
に
、
法
人
に
必
要
な
規
則
も
整
備
さ
れ
て
い
っ

た
。
先
ず
、
申
請
に
伴
な
っ
て
提
出
さ
れ
た
寄
附
行
為
に
関
す
る
規
則
は
、
左
記
の
よ
う
に
制
定
、
許
可
を
受
け
た
。



第
一
俊

第
二
僚

第
三
僚

第
四
位
保

第
五
僚

第
六
僚

上
毛
孤
児
院
寄
附
行
為
軒
）

第

一

章

目

的

本
院
ハ
基
督
教
主
義
ニ
ヨ
リ
治
ク
無
告
ノ
孤
児
ヲ
救
育
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

本
院
ハ
行
政
感
ヨ
リ
棄
児
、
迷
子
、
遺
見
ノ
教
育
ヲ
燭
托
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
臆
ズ

院
見
ノ
撃
齢
ニ
達
シ
タ
ル
者
ハ
凡
テ
前
橋
市
立
小
皐
校
ニ
於
テ
普
通
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム

将
来
院
見
ヲ
濁
立
自
活
セ
シ
メ
ン
ガ
矯
メ
其
成
長
ニ
従
ヒ
各
自
適
嘗
ノ
職
業
ヲ
習
得
セ
シ
ム

院
見
ノ
性
質
善
良
ニ
シ
テ
撃
識
優
等
ナ
ル
者
ハ
更
ユ
高
等
ノ
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム

第
二
章

名
稽
及
位
置

本
法
人
山
上
毛
孤
児
院
ト
檎
シ
事
務
所
ヲ
前
橋
市
岩
神
町
百
四
十
九
番
地
及
百
五
十
番
地
ニ
設
置
ス

第
三
章

資

産

第
七
僚
本
院
ノ
資
産
ハ
左
ノ
如
シ

ー児童収容施設の形成・展開過程

第
八
僚

基 ‘世
本間
財特
産志
及者
其ノ
ノ寄
収贈
A 金

品

院
見
ノ
労
働
ニ
依
リ
テ
得
タ
ル
収
盆

四

行
政
臆
ノ
補
助
金

五

行
政
廊
ヨ
リ
受
ク
ル
棄
見
、
迷
見
、
遺
児
ノ
養
育
貸
費

寄
附
ヲ
分
チ
テ
臨
時
、
賛
助
、
指
定
ノ
三
種
ト
ス
但
シ
寄
附
者
ハ
本
院
ノ
事
務
－
一
関
シ
テ
ハ
意
見
ヲ
陳
ベ
若
ク
ハ
資
産
ニ
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関
シ
テ
其
指
定
ニ
違
ヒ
タ
ル
ト
キ
返
還
ヲ
求
ム
ル
ノ
外
何
等
ノ
権
利
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス



第
九
候
’
臨
時
寄
附
ト
ハ
時
期
ヲ
定
メ
ズ
シ
テ
随
意
金
品
ヲ
寄
附
ス
ル
モ
ノ
、
賛
助
寄
附
ト
ハ
猿
メ
金
額
物
品
ヲ
定
メ
、
期
ヲ
約
シ

テ
寄
附
ス
ル
モ
．ノ

、
指
定
寄
附
ト
ハ
金
品
使
用
ノ
目
的
ヲ
指
定
シ
テ
寄
附
ス
ル
モ
ノ
ヲ
稽
ス

364 

第
十
僚

第
十
一
一
保

基
本
財
産
指
定
ノ
補
助
金
及
寄
附
金
品
ハ
直
ユ
基
本
財
産
ニ
編
入
ス

基
本
金
ハ
確
貰
ナ
ル
銀
行
ニ
寄
托
シ
之
ヲ
保
管
ス

， 

第
十
二
僚

基
本
財
産
ハ
本
院
ノ
経
費
ユ
費
消
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

第
十
三
僚

本
院
ノ
経
費
－
一
ハ
左
ノ
五
種
ヲ
以
テ
充
ツ

世
間
特
志
者
ノ
寄
贈
金
品

但
シ
基
本
財
産
指
定
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク

基
本
財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
収
盆

院
見
ノ
労
働
ニ
ヨ
リ
得
タ
ル
収
盆

四
行
政
臆
ノ
補
助
金

五

行
政
膳
ヨ
リ
受
ケ
タ
ル
棄
見
、
迷
子
、
遺
児
ノ
養
育
寅
費

但
シ
基
本
金
指
定
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク

第
十
四
僚

本
院
ハ
毎
年
末
ニ
於
テ
収
支
ヲ
決
算
シ
剰
絵
ハ
翌
年
ニ
繰
越
ス
カ
或
ハ
基
本
財
産
ニ
編
入
ス

第
十
五
傑

第
四
章

員

本
院
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

役

財
産
管
理
理
事

萱
名

養
育
主
任
理
事

査
名



第
十
六
僚

出
納
主
任
理
事

理
事
－
一
欠
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
現
任
理
事
ノ
多
数
決
ユ
ヨ
リ
後
任
理
事
ヲ
選
任
ス

宣

名

第
十
七
篠

同
数
ナ
ル
ト
キ
州
第
十
八
僚
第
二
項
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
定
ム

理
事
ハ
無
報
酬
ト
ス

・
第
十
八
僚

法
人
ノ
事
務
ニ
閥
シ
理
事
ニ
於
テ
意
見
ア
ル
ト
キ
ハ
合
議
ノ
上
多
数
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
決
ス

同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
設
立
者
タ
ル
理
事
、
設
立
者
タ
ル
理
事
ナ
キ
ト
キ
ハ
先
任
理
事
之
ヲ
池
山
ス
先
任
理
事
ナ
キ
ト
キ
ハ
議

メ
抽
簸
シ
テ
之
ヲ
決
ス
ベ
キ
理
事
安
定
ム

本
規
則
は
第
一
条
、
第
四
条
の
第
一
項
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
五
年
六
月
の
「
上
毛
孤
児
院
設
立
主
意
」
の
「
定
則
」
を
引
継
い

だ
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
財
団
法
人
化
に
よ
っ
て
院
経
営
の
方
針
が
大
き
く
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
以
前
の
「
定
則
」
を
。

児童収容施設の形成・展開過程

も
と
に
、
対
象
児
童
の
入
院
の
経
路
ハ
第
二
条
）
、
院
経
営
の
財
政
基
盤
に
つ
い
て
ハ
第
七
条
）
、

一
八
条
〉
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
し
た
と
い
え
よ
う
。
役
員
に
関
し
て
は
、
創
立
以
来
の
財
政
担
当
宮
内
文
作
、
養
育
主
任

役
員
（
一
五
条
、

一
六
条
、

七
条
、

金
子
尚
維
と
い
う
職
務
分
担
で
運
営
し
て
き
た
の
に
対
し
、
さ
ら
に
出
納
主
任
理
事
を
加
え
、
法
人
事
務
に
関
し
て
は
理
事
の
合
議

に
よ
る
こ
と
も
あ
る
旨
明
確
に
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
従
来
ま
で
と
異
な
る
点
で
あ
っ
た
。

寄
附
行
為
書
第
一
五
条
に
基
づ
き

財
産
管
理
々
事

宮

内

文

作

養
育
主
任
理
事

金

子

尚

雄

出
納
主
任
理
事

徳

江

亥

之

助
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が
選
任
さ
れ
た
。
徳
江
亥
之
駒
は
前
橋
在
住
の
弁
護
士
で
、
こ
れ
ま
で
も
上
毛
孤
児
院
を
支
援
し
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に



一
九

O

〈
明
治
三
四
）
年
九
月
九
日
の
内
務
省
指
令
に
基
づ
き
「
理
事
任
免
」
に
関
す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
財
団
法
人
化
に
伴
な
っ
て
院
経
営
組
織
規
程
の
整
備
が
行
な
わ
れ
た
が
、

X
院
児
童
に
関
す
る
規
程
は
こ
れ
よ
り
遅

れ
、
一
九

O
七
（
明
治
四

O
）
年
噴
「
上
毛
孤
児
院
細
則
」
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

院
役
者
H
職
員
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
表
3
に
よ
っ
て
み
て
い
き
た
い
。
創
設
当
初
の
院
主
、
発
企
者
、
主
任
夫

妻
の
五
人
で
施
設
は
開
設
さ
れ
、
し
か
も
入
院
児
童
の
養
育
は
主
任
夫
妻
二
人
の
担
当
で
あ
っ
た
。
こ
の
体
制
も
創
設
の
翌
年
、
発

企
者
横
地
源
七
郎
、
院
母
金
子
か
つ
子
の
死
亡
に
よ
り
く
ず
れ
、
以
後
の
約
六
ヶ
月
間
は
院
主
宮
内
文
作
、
主
任
金
子
尚
雄
の
肩
に

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
六
月
、
院
母
金
子
か
っ
子
を
迎
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
院
主
、
主
任
、
院

か
か
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

母
の
三
人
体
制
が
と
と
の
っ
た
。
さ
ら
に
一
九

O
O
（
明
治
一
一
一
一
一
一
〉
年
頃
よ
り
院
稗
、
院
僕
が
各
一
人
ず
つ
加
わ
っ
た
。
翌
年
の
財

団
法
人
化
に
伴
な
い
、
石
垣
事
務
員
が
採
用
さ
れ
た
。
翌
々
年
の
一
九

O
二
（
明
治
三
五
〉
年
に
は
藤
巻
事
務
員
も
採
用
さ
れ
、
事

務
員
二
名
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
賛
助
金
、
臨
時
寄
附
金
募
集
、
慈
善
演
芸
幻
灯
会
の
担
当
者
で
あ
っ
て
、
児
童
の
養
育

に
は
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

入
院
児
童
の
数
は
表
4
に
み
ら
れ
る
通
り
、
二

O
人
を
超
え
、

一
九

O
ニ
ハ
明
治
三
五
〉
年
に
は
三
二
人
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

養
育
担
当
専
門
の
職
員
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
職
員
は
雇
わ
れ
ず
、
年

長
児
を
も
っ
て
あ
て
た
の
で
あ
っ
た
。

（註
2
）

（註
3
）

（註
4
）

〈註
5
）

『
上
毛
孤
児
院
十
年
紀
』
附
録
二
＝
一
頁

『
同
右
』
同
右
二
五
頁

上
毛
愛
隣
社
所
蔵
資
料
『
院
ノ
組
織
鐘
ニ
其
登
記
－
一
関
ス
ル
』
所
収

民
法
は
明
治
二
九
年
四
月
二
七
日
に
公
布
さ
れ
れ
が
、
三
一
年
六
月
二
一
日
施
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
施
行
法
第
一
九
条
は
「
施
行
前



児童収容施設の形成・展開過程

表 3 院役者一覧 (1旨82（明治25）～1902（明治35)

1892 1893 1894 1895～ 1900 19'01 1902 
（明治25）（明治26）（明治27）（明治28）（明治33）（明治34）（明治35)

宮内文作
(58) (1834（天保5）・ (59) （ω） (61)～（66) (67) (68) 

1・22生
院 主 ｜財産管理々事

織(189地3（明源治七26郎）・
品 ． 
(61) (62) 

3・幻没） 発起者
d戸

金(186子8（明尚治元．雄〉・ (25) (26) (27) (28）～（33) (34) (35) 
1・28生）

｜鮪主任理事主 任

（金1893子〈明治か2つ6）子・ ． ． 
(22) (23) 

12・1没）
l!lt 母

金子おなじ ． 
(1873（明治時6〕生・） (21) α2）～（27) (28) (29) 

8・
院 母

石桓七三郎 ． 

事務員

藤(188巻I（明新治14）助・
7 • 13生）

(2D 園 田 四 国

院 解
？’ 

院 僕

・－－・
・-． 

年 長 児
1λ 

徳江亥之助 司，

！出納主任理事

註．（ ） 内の数字は年齢

資料 『上毛il.¥:燐社八十年史』および『孤児乃友』院況一斑より作成
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表4 院児増減表 （明治35年11月調査〉

年

二I~~~~明型枠i引入度

婚

52 17131317141212161413111 計

川
山
中
一

寸
引

U

」ーー寸

寸

U

｜
」
｜
寸

減

20 IOl3lll3111ilOlll31412 計

1s I 12 I 12 I 11 I 9 I 9 I 9 I 7 I 3 l 4 l s l 男 年

未

現

員
14 I 13 I 13 I 12 I 10 I 7 I 7 I 7 I 6 I 4 I 4 I 女

32 I 32 I 25 I 25 I 23 I 19 I 16 I 16 I 14 I 9 I s I 9 I 計

資料 『上毛狙児院十年紀』附録54頁
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か
ら
の
独
立
の
社
団
又
は
財
団
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た
条
項
で
以
下
の
通
り
で
あ
る
「
①
民
法
施
行
前
ヨ
リ
独
立
ノ
財
産
ヲ
有
ス
ル
社
団
又

ハ
財
団
ニ
シ
テ
民
法
第
三
十
四
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
目
的
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
②
前
項
／
法
人
ノ
代
表
者
ハ
民
法
第
三
十
七
条
又

ハ
第
三
十
九
条
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
項
其
他
社
員
又
ハ
寄
附
者
カ
定
メ
タ
ル
事
項
ヲ
記
冊
以
シ
タ
ル
書
面
ヲ
作
リ
民
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
一
一
一
小
月
内

－
一
之
ヲ
主
務
官
庁
－
一
差
出
タ
シ
其
認
可
ヲ
誘
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
（
以
下
省
略
）
」

本
条
項
ニ
該
当
ス
ル
民
法
第
三
四
条
規
定
「
慈
善
ニ
関
ス
ル
財
団
」
と
し
て
、
認
可
願
の
申
請
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
上
毛
弧
児
院
十
年
紀
』
附
録
五
八
J
六
一
頁

上
毛
愛
隣
社
所
蔵
資
料
『
上
毛
狐
児
院
規
則
』
所
収

同
右
資
料
中
所
収

（註
6
）

（註
7
）

（註
8
〉

上
毛
孤
児
院
財
政
の
整
備
過
程

ー
、
創
設
当
初
の
院
財
政

児童収容施設の形成・展開過程

既
に
創
設
当
初
の
院
財
政
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
児
童
収
容
施
設
と
支
援
す
る
人
び
と
」
（
『
上
毛
愛
隣
社

ω周
年
記
念
誌
』

二
年
〉
に
お
い
て
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
よ
り
一
八
九
七
（
三

O
〉
年
ま
で
の
院
財
政
は

て
院
主
宮
内
文
作
及
び
養
育
主
任
金
子
尚
雄
の
負
担

－

。
寄
贈
金
品
の
か
な
り
を
宮
内
文
作
が
ま
か
な
っ
て
い
た
こ
と

。
ノ
イ
ス
氏
よ
り
の
金
子
へ
の
俸
給
も
初
期
に
は
院
経
営
を
支
え
た
こ
と

。
両
者
の
無
報
酬
に
よ
る
献
身

二
、
上
毛
孤
児
院
設
立
賛
意
者
に
よ
る
支
援

一
九
八
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『
寄
附
金
品
控
帳
』
に
明
ら
か
で
あ
る

370 

三
、
明
治
二
七
年
慈
善
演
芸
会
、
ニ
九
年
の
横
浜
に
於
け
る
宣
教
師
か
ら
の
寄
附
募
集

と
い
っ
た
民
間
人
の
力
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
多
額
を
数
人
で
と
い
う
の
で
な
く
、
多
く
の
人
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
力
に
応
じ

て
の
支
援
に
よ
っ
て
成
り
た
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
や
り
方
で
は
、
院
の
財
政
は
い
つ
ま
で
も
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
八
九
七
（
明
治
三

O
〉
年
に
は
基

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
は
予
約
寄
附
を
広
く
県
民
一
般
に
行
い
、
さ
ら
に
一
八
九
九
（
明
治
三
ニ
）

年
に
は
賛
助
員
組
織
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九

O
O
（
明
治
三
三
）
年
に
は
、
慈
恵
投
済
資
金
よ
り
基
本
金
補
助
を

受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
財
団
法
人
の
認
可
を
受
け
た
一
九

O
一
〈
明
治
三
四
）
年
に
は
院
設
備
費
募
集
を
か
ね
た
慈
善
演
芸
会
が

開
催
さ
れ
、
以
後
継
続
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
八
九
七
（
明
治
三

O
）
年
代
に
入
る
と
院
経
営
組
織
の

整
備
と
相
ま
っ
て
、
院
財
政
基
盤
の
安
定
化
も
目
ざ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
金
募
集
が
行
わ
れ
、

前
述
し
た
財
団
法
人
上
毛
孤
児
院
の
「
寄
附
行
為
書
」
の
第
三
章
は
資
産
の
性
格
、
院
経
費
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
院
資
産
、
院
経
費
の
う
ち
、
「
世
間
特
志
者
ノ
寄
贈
金
品
」
、
「
行
政
庁
ノ
補
助
金
」
な
ら
び
に
「
行
政
庁
ヨ
リ
受
ケ
タ
ル
棄

見
、
迷
子
、
遺
児
ノ
養
育
実
費
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

第
一
の
「
世
間
特
志
者
ノ
寄
贈
金
口
問
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
期
に
確
立
さ
れ
た
賛
助
員
組
織
な
ら
び
に
慈
善
演
芸
会
に
つ
い
て
も

触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
第
二
の
「
行
政
庁
ノ
補
助
金
」
等
に
関
し
て
は
、
慈
恵
救
済
資
金
制
度
に
よ
る
基
本
金
補
助
に
焦
点
を
あ
て

て
み
丈
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

賛
助
員
組
織
の
設
置

入
院
児
童
の
年
末
現
員
は
、
明
治
二
九
（
一
八
九
八
〉
年
に
は
一
六
名
に
遣
し
、
創
設
当
初
の
よ
う
な
懇
意
な
る
人
々
の
善
意
の

② 



持
ち
よ
り
だ
け
で
は
ま
か
な
え
な
く
な
っ
て
き
た
。
衣
食
だ
け
の
充
足
だ
け
で
は
事
足
り
ず
、
住
空
間
の
拡
充
も
必
要
と
な
る
わ
け

で
必
要
経
費
の
鉱
大
は
必
須
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

一
般
の
人
々
に
協
力
を
求
め
る
賛
助
員
募
集
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
一
八
九
八
）
年
、
院
主
宮
内
文
作
は
左
記
の
趣
意
書
を
市
内
に
配
布
、
予
約
寄
附
金
の
募
集
を
開
始
し
一
世

世
の
中
の
憐
の
も
の
を
助
け
る
は
吾
人
の
義
務
で
あ
る
と
粂
々
信
じ
て
ゐ
ま
し
た
去
廿
四
年
尾
濃
震
災
の
話
を
聞
き
し
其
時
よ

り
憐
れ
の
者
の
中
で
も
最
も
憐
れ
な
孤
児
を
救
ひ
育
て
L
己
の
義
務
の
幾
分
で
も
蓋
し
た
い
と
畳
倍
を
定
め
、
故
横
地
源
七
郎
氏

明
治
三
一

と
相
談
し
て
上
毛
孤
児
院
を
褒
起
し
ま
し
た
の
は
賓
に
七
年
前
で
し
た
、
恰
度
現
主
任
金
子
尚
雄
氏
は
自
ら
奮
思
放
し
て
其
任
に
嘗

り
創
立
以
来
始
終
遇
ら
ぬ
熱
心
と
誠
意
と
を
以
て
重
さ
れ
る
の
で
漸
次
に
進
歩
し
て
諸
事
能
く
整
ひ
歳
月
と
共
に
社
舎
の
信
用
を

も
得
、
今
で
は
十
六
人
の
孤
児
と
主
任
夫
妻
等
合
せ
て
十
九
名
の
大
家
族
と
な
り
ま
し
た
、
在
院
の
見
童
は
新
に
父
母
の
慈
愛
に

接
し
見
捨
ら
れ
た
境
遇
か
ら
拾
は
れ
て
現
今
で
は
良
家
の
子
女
と
一
般
に
撃
校
に
さ
へ
通
ふ
身
の
幸
と
な
っ
て
ゐ
ま
す
。

本
院
今
日
の
成
果
は
世
の
慈
善
家
の
篤
心
と
主
任
者
の
努
苦
と
に
よ
る
事
は
勿
論
で
す
が
、

し
か
し
漸
く
孤
児
の
数
も
殖
え
て

児童収容施設の形成・展開過程

来
る
ば
か
り
で
な
く
、
追
日
横
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
目
前
に
迫
り
居
る
の
に
頃
日
物
債
非
常
に
騰
貴
す
る
に
つ
れ
て
食
料
の

米
麦
の
み
に
て
も
一
日
に
六
升
、
一
ヶ
月
に
は
一
石
入
斗
も
要
る
の
で
、
そ
れ
に
衣
服
の
こ
と
か
ら
教
育
の
費
用
ま
で
を
加
算
す

れ
ば
維
持
上
の
困
難
は
質
に
容
易
の
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
院
今
日
の
有
様
を
見
な
が
ら
決
し
て
主
任
者
の
奔
走
に
任
せ
て
置
く
誇
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
褒
起
者
た
る
自
分
は
一
層
奮
穫

し
て
出
来
る
限
り
を
鐙
す
畳
悟
で
す
け
れ
ど
自
分
は
元
来
資
産
の
乏
し
い
も
の
で
到
底
猫
力
を
以
て
此
大
事
業
を
支
持
す
る
事
は

出
来
な
い
の
で
す
夫
れ
故
に
庚
く
江
湖
周
情
の
仁
士
に
訴
へ
て
本
院
の
矯
め
に
多
少
と
も
毎
月
濠
約
の
寄
附
金
を
仰
ぎ
た
い
と
思

ひ
ま
す
、
何
卒
諸
君
が
私
の
徴
哀
を
察
せ
ら
れ
て
上
毛
孤
児
院
の
矯
め
一
滴
の
一
段
を
濃
い
て
下
さ
る
様
に
願
ひ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
者
は
、
現
金
の
部
に
お
い
て
八
人
、
そ
の
金
額
一
円
二
五
銭
、
白
米
の
部
に
お
い
て
四
二
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人
）
そ
の
量
四
斗
三
升
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
他
に
経
費
捻
出
の
道
も
な
く
、
翌
三
ニ
ハ
一
八
九
九
）
年
二
月
に
は
、
月

~72 

報
『
孤
児
之
友
』
二
号
誌
上
に
お
い
て
、
広
く
一
般
に
呼
び
か
け
賛
助
員
組
織
の
確
立
に
よ
っ
て
院
財
政
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
「
賛
助
員
募
集
趣
意
書
」
は
以
下
の
も
の
で
あ
っ
た
。

賛
助
員
募
集
趣
意
書

回
顧
す
れ
ば
明
治
廿
五
年
の
初
夏
一
小
茅
屋
を
質
し
て
孤
児
救
済
の
事
業
に
着
手
し
て
よ
り
彼
等
と
寝
食
を
共
に
し
更
に
経
験
な
き

身
を
以
て
彼
等
を
教
養
す
る
の
大
任
を
負
ひ
或
時
は
這
も
援
つ
け
ら
れ
し
こ
と
な
き
頑
童
の
信
用
め
に
幾
度
か
失
望
の
谷
に
陥
り
涙
に

咽
び
つ

ι
彼
等
か
改
善
の
道
を
求
め
或
時
は
吾
人
の
不
徳
な
る
世
人
を
し
て
本
院
の
主
意
を
誤
解
せ
し
め
て
物
好
き
て
ふ
一
一
吉
田
の
下

に
冷
評
し
去
ら
れ
剰
へ
屡
米
顛
の
資
に
窮
し
て
飢
餓
の
淵
に
沈
み
し
こ
と
あ
り
と
離
も
掌
に
天
耐
と
人
助
と
に
よ
り
て
精
神
を
鼓
舞

せ
ら
れ
凡
て
の
逆
境
に
耐
へ
百
千
の
苦
毅
を
忍
び
其
間
多
少
の
程
験
を
積
み
事
業
も
漸
く
其
絡
に
就
き
今
や
児
等
は
小
肇
校
に
於
て

普
通
の
教
育
を
受
け
一
女
二
男
の
年
長
児
は
各
専
門
の
職
業
を
修
む
る
の
幸
運
に
達
し
た
る
の
み
な
ら
ず
既
に
院
舎
を
増
築
し
て

男
女
の
室
を
分
ち
敷
地
を
購
入
し
て
本
院
の
位
置
を
確
定
す
る
を
得
た
り
之
を
既
往
に
徴
し
て
将
来
を
想
像
す
れ
ば
本
院
の
前
途
向

未
だ
遼
遠
な
り
と
難
も
而
も
盆
多
望
な
る
を
疑
は
ず
故
を
以
て
先
つ
本
院
の
基
礎
を
鷲
固
に
し
而
し
て
其
目
的
の
幾
分
を
遠
く
る
を

得
ば
更
に
進
ん
で
事
業
を
績
張
し
吾
人
か
年
来
の
宿
望
な
る
不
良
少
年
の
感
化
及
出
獄
者
保
護
等
に
着
手
せ
ん
と
す
る
の
情
誠
に
切

な
り
之
れ
質
に
孤
見
救
育
と
共
に
両
々
相
待
っ
て
以
て
人
世
の
悲
運
を
慰
め
社
舎
の
審
議
を
醤
す
る
最
要
急
務
た
る
を
信
ず
れ
ば
な

り
世
間
仁
侠
の
土
巽
く
は
本
院
の
賛
助
者
と
し
て
毎
月
定
額
の
金
員
を
寄
附
せ
ら
れ
吾
人
其
局
に
嘗
る
も
の
を
し
て
幸
ひ
に
内
顧
の

憂
を
忘
れ
て
事
業
を
経
営
し
全
力
を
集
注
し
て
児
童
を
教
養
せ
し
め
は
雷
に
本
院
の
幸
福
な
る
の
み
な
ら
ず
又
以
て
諸
君
の
志
を
成

す
に
庶
幾
か
ら
ん
乎

前
橋
市
岩
神
村
百
四
十
九
番
地



明
治
品
川
二
年
二
月

概

上
毛
孤
児
院

員U

て
此
趣
意
書
を
賛
成
し
て
毎
月
激
定
の
金
額
を
寄
附
せ
ら
る
与
者
を
賛
助
員
と
す

一
、
各
賛
助
員
へ
は
本
院
の
月
報
を
呈
し
以
て
毎
月
の
収
支
及
ひ
院
内
の
賦
況
を
報
告
す

一
、
各
地
方
の
特
志
家
に
委
員
の
事
務
を
喝
託
し
賛
助
金
募
集
月
報
の
配
付
孤
児
入
院
等
の
周
旋
を
巽
ふ
も
の
と
す

こ
の
賛
助
員
募
集
趣
意
書
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
予
約
寄
附
白
米
並
び
に
費
助
金
を
寄
せ
た
人
々
は
、
こ
の
年
で
、
予
約
白
米
延

一
九

O
O
（
明
治
三
二
）
年
よ
り
一
九

O
一

六
五
三
名
、
六
石
九
斗
五
升
、
賛
助
金
額
一
八
七
円
九
七
銭
三
厘
で
あ
っ
た
。
月
別
の
予
約
白
米
数
量
は
表
5
の
通
り
で
あ
っ
た
。

（
明
治
三
五
）
年
に
か
け
て
寄
せ
ら
れ
た
賛
助
金
、
米
は
、
表
6
に
ま
と
め
た
、
こ

れ
に
よ
る
と
、
『
孤
児
乃
友
』
で
、
「
賛
助
員
募
集
毎
月
金
十
銭
宛
の
寄
附
者
一
千
名
を
募
り
以
て
本
院
の
維
持
を
易
か
ら
し
め
進
ん

で
事
業
の
繍
張
を
な
さ
ん
と
す
、
伏
て
仁
人
の
翼
賛
を
糞
ふ
本
院
へ
の
送
金
は
前
橋
市
桑
町
郵
便
受
取
所
に
宛
て
御
振
込
を
乞
ふ
」

児童収容施設の形成工展開過程

予約寄附白米数量（M32年〉

月別｜人員l自 米 量

1月 59 6升2斗

2月 54 5 // 3 II 

3月 42 4 II 6グ 5合

4月 55 6 ・11 3グ 5Iア

5月 55 5 II 8 II 

6月 57 も11711511

7月 60 6 II 2 II 

8月 63 611211511 

9月 59 611111 

10月 58 5グ 8II 

11月 55 511511511 

12月 55 511511511 

計 1653I 6石9斗5升

表 5

と
呼
び
か
け
た
一
千
名
の
目
標
に
、

四
年
目
に
し
て
達
し
た
こ
と

資料『孤児乃友』 12号明治33年 1月

が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
賛
助
員
組
織
に
基
づ
く
寄
附
の
他
に
、
臨
時
寄
附
品

の
収
集
、
慈
善
演
芸
会
に
よ
る
院
舎
改
築
費
募
集
も
実
施
さ
れ
て

い
る
が
、
稿
を
改
め
て
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ふ
れ
た
い
。
表
7

「
収
支
一
覧
」
に
み
ら
れ
る
通
り
、

賛
助
金
、
臨
時
寄
附
金
の
院

財
政
に
し
め
る
比
重
の
大
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
指
摘
し
て
お
く

に
留
め
た
い
。
こ
の
頃
は
慈
善
演
芸
会
に
つ
い
て
は
、
院
設
備
費
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表 6 賛助員一覧一一白米・現金別

1900 （明治33】 190 I （明治34) 1901 （明治35】

月 自 米｜副 金 自 米 l 現 金 自 米｜製 金

人歓 l 滋 健｜人滋｜金蝿 人設｜敏畳｜人政｜金圃 人敬 In 置｜人滋｜金 圃

Ill 
18 I 1斗S升S合I412 I s3円35筏 17い 斗e升S合I662 I ss円97銭

4 3 0人 6 7 9人

. .1 425 I 54円85鎗 ． I 674 I 86円37tli
2早

443人 6 9 1人

. I 436 I 51円 5繊 ， I s18 I 86円72酋
3/1 

454人 6 9 5人

63 I 5斗8升 Iso I 18円。。‘ ，． I 441 I引円55銭 ’・ ｜同oI 86円72蝿
4月

1 5 3人 4 5 9人 6 9 7人

． I s1 1 18円65銭 17 11判制合I449 I s9円351l ， ． 1690188阿 17揖
5Jl 

160人 4 6 6人 7 0 7人

73 I 6斗SJtS合I101 I 20円95儲 ， I 458 I 60円35銀 . l690l88円 2tt
6月

1 7 9人 4 7 5人 '7 0 7人

7 Jl 
日 I6 •f日 S 合1128 I 23円35餓 • I 487 I制円35銭 ，． I 103 I 89円 8蝿

2 0 1人 504人 720人

76 I 6斗9升 I142 I 25円35銭 ，． I 532 I 10円90倹 . 1103 I 88円同盟
8月

2 1 7人 5 4 9人 720人

76 I 6斗9升 I142 I 2s円45銭 . I 585 I 16円55銭 . I 11≪ I go円38銭
9月

2 1 8人 6 0 2人 7 3 I人

10 I s，.日 I203 I 31円90銭 . I 594 I 11円4511 ， I.ml 萄円伺銭
10月

273人 6 1 1人 734人

II月
1911判別合I349 I 46円85銭 ，． 1・ 604 I 18円45餓 ， T 966 1 m 円98銭

368人 6 2 I人 983人

’ 12月
f634f82円85銭 • I 1.042 [ :i径 円98銭

6 5 1人 1.0 5 9 

合針 ------208 I 1石7判升I6.054 f 793円 S銭 204 f 1:i:;7制野 fB.919 fl.125円 S銭

延人員 6,251人 珪人員 9, l 2 3人

註 1 1鈎O年の1月.2月.3月.12月については院況ー涯としては賛助員についての記載

がみられない。従ってζ の年の合計は算出できなかった。

註 2 各月の下段は白米，現金あわせての賛助者数である。

資料 『孤児乃友』院況ー班より作成
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児童収容施設の形成・展開過程

表 7 収支一覧

じト〈 明治32(1899) 明治33(1900) 明治34(1901). 明治35(1902) 

前年度繰越金 23円96銭3匝

収臨時，：；附金 554同09銀2座 489円40銭7医 258 27 5 448円47錨0医

賛 動 金 187 97 3 340 26 7 678 39 6 930 25 0 

慈善演芸会収益 7 2 47 35 

基本金利子 4 32 0 17 76 8 28 37 1 

救 宵 哩昆 52 86 I 159 19 7 201 05 2 167 72 2 

借 入 金 50 00 0 200 00 0 

入 雑 -'OC 入 20 60 0 9 90 0 37 31 2 39 23 ・5 

指定 w附金 184 95 6 

合 計 815 52 6 I, 125 56 45 1.416 76 6 1,799 00 4 

繰越不足金 52 30 0 25 01 6 54 55 7 

附 質 231 58 .8 337 69 1 485 30 3 722 89 6 

在世 fl匝 質 57 93 3 74 91 5 98 50 4 175 37 0 

学 司王 n 52 36 7 79 33・ 0 73 37 3 102 48 7 

衛 生 費 8 20 5 13 97 5 16 92 7 19 59 5 

自民 料 賢 40 89 0 54 19 9 57 84 0 87 38 0 

通 信 質 7 99 0 15 43 0 14 50 0 18 66 3 

支 給 ft 66 52 7 69 65 1 54 73 1 171 32 2 

交 璽E 費 16 97 5 14 92 0 13 22 5 26 83 5 

旅 費 25 54 0 20 82 0 52 10 0 49 33 2 

義 務 費 12 48 9 17 44 6 26 67 4 25 60 8 

孤児乃友印刷発送質 90 72 0 .83 46 5 89 26 0 182 55 0 

院舎修鎗 費 13 05 9 94 20 0 30 11 5 

土地鴎入賞 13 00 0 230 00 0 

登 紀 料 39 04 0 

負債利 子 20 00 0 5 00 0 

負債償却貨 50 00 0 

iiR圏 新 国債 7 60 0 

風 E桶新調費 5 00 0 

基本金額入 10 00 0 

クリス？ス ft 9 27 0 

十年紀祝会質 81 65 0 

十年紀印刷質 114 20 5 

鰭 雑 ft 152 02 9 115 89 7 159 75 1 149 09 0 

dロ、 計 828 61 2 l, 102 55 5 1.471 34 3 1;995 81 0 

差引磁高 註（－ー f~ 8! 6 6】 lH~~ ig ~5) 
-54 57 7 196 80 6 

註計算によると（）内の数字となるが，どのfl用 IC関して金額IC~りがあるのか確か

める資料がないので資料の通りの数字を掲載したもの。

資料 『孤児乃友』 12号， 13号～25号， 38号， 49号より作成
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募
集
と
い
う
こ
と
で
別
途
会
計
に
し
て
い
る
た
め
本
表
に
は
一
回
分
の
収
入
し
か
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

3
、
格
謡
仙
救
済
資
金
制
度
に
よ
る
基
本
金
補
助

一
八
九
八
（
明
治
一
ニ
一
）
年
二
一
月
廿
三
日
、
群
馬
県
議
会
よ
り
県
知
事
宛
、
「
慈
恵
救
済
資
金
ノ
内
ヨ
リ
上
毛
孤
児
院
へ
相
嘗

ノ
救
他
金
御
下
附
相
成
度
」
と
建
議
書
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
県
は
内
務
省
に
対
し
、
上
毛
孤
児
院
へ
「
明
治
三
三
年
度

ヨ
リ
向
十
ヶ
年
度
間
毎
年
度
慈
恵
救
済
資
金
利
子
ノ
内
ヨ
リ
金
百
円
ッ
、
上
毛
孤
児
院
ュ
下
付
セ
ン
ト
ス
」
と
伺
を
た
て
た
。
こ
の

376 

伺
は
受
け
入
れ
ら
れ
、

一
九

O
O
（
明
治
三
三
）
年
よ
り
、
上
毛
孤
児
院
は
慈
恵
救
済
資
金
の
内
よ
り
基
本
金
補
助
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。

一
八
九
七
〈
明
治
一
ニ

O
）
年
、
英
照
皇
太
后
の
死
に
伴
い
下
賜
さ
れ
た
四

O
万
円
に
公
私
の
拠
金
を
合

わ
せ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
内
務
省
は
こ
の
年
、
次
の
よ
う
な
達
を
各
府
県
に
出
し
た
。

慈
恵
救
済
資
金
制
度
は
、

宮
内
省
甲
第
二
郎
）

内
事
課

．・．

群

馬

鯨

今
般

詔
勅
ノ
旨
ぶ
由
リ
其
蘇
へ
整
理
公
債
証
書
額
面
六
千
九
百
円
下
賜
相
成
候
僚

御
旨
意
ヲ
奉
シ
慈
恵
数
済
事
業
ノ
資
本
－
一
補
充
ノ
目
的
ヲ
以
テ
適
嘗
ノ
方
法
相
立
施
行
済
届
出
ヘ
シ
此
旨
相
違
ス

明
治
三
十
年
一
月
三
十
一
日

訓
第
一
四
八
号

宮
内
大
臣
伯
爵
土
方
久
元
固



今
般

大
喪
ユ
際
シ
特
ニ
惑
恵
教
済
ノ
資
ヲ
補
ハ
シ
ム
ル
ノ
思
召
ヲ
以
テ
整
理
公
債
証
書
下
賜
相
成
候
ニ
就
テ
ハ
深
ク
聖
旨
ノ
存
ス
ル

所
ヲ
奉
値
シ
左
ノ
方
法
ニ
依
リ
永
遠
ユ
御
趣
旨
ノ
貫
徹
ス
ル
様
慎
重
ニ
取
計
ハ
ル
ヘ
シ

一
、
恩
賜
金
ハ
本
麻
経
済
中
特
別
舎
計
ト
シ
テ
整
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
府
豚
ニ
於
テ
慈
恵
病
院
孤
児
院
又
ハ
感
化
院
等
ノ
如
キ
慈
恵
救
済
ノ
趣
旨
ニ
出
タ
ル
事
業
ニ
シ
テ
其
ノ
基
礎
確
質
ナ
ル
モ
ノ

ア
ル
ト
キ
ハ
恩
賜
金
ヨ
リ
生
ス
ル
利
殖
金
ヲ
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ
恩
賜
金
ヲ
其
事
業
ノ
資
金
ト
シ
テ
下

付
ス
ル
モ
妨
ナ
シ

資
金
ヲ
下
付
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
費
消
セ
シ
メ
サ
ル
ハ
勿
論
其
他
事
業
－
一
一
割
シ
周
倒
ナ
ル
監
督
方
法
ヲ
設
ク
ヘ
シ

一
、
府
豚
ニ
於
テ
前
項
ノ
如
キ
事
業
ナ
キ
ト
キ
ハ
将
来
成
ル
ヘ
ク
確
賓
ナ
ル
慈
恵
救
済
ノ
事
業
ヲ
起
ス
ノ
基
本
金
ト
ナ
ス
ノ
目
的

児童収容施設の形成・展開過程

ヲ
以
テ
適
宜
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
資
金
ノ
増
殖
ヲ
闘
ル
ヘ
シ

一
、
慈
恵
救
済
ノ
事
業
ニ
封
シ
恩
賜
金
及
其
利
殖
金
ヲ
支
出
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
府
鯨
舎
ニ
付
議
ス
ル
前
橡
メ
其
ノ
目
的
方
法
ヲ

定
メ
テ
具
申
ス
ル
ヲ
要
ス

右
訓
令
ス

明
治
三
十
年
二
月
二
十
日

内
務
大
臣
伯
爵
樺
山
資
紀

群
馬
蘇
知
事
石
坂
昌
孝
殿

天
皇
、
皇
后
等
皇
室
関
係
者
の
死
亡
に
際
し
、
窮
民
広
対
し
、
振
他
と
い
う
形
で
施
米
な
ど
行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
は
古
代
以
来

数
多
く
自
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ご
こ
に
掲
げ
た
慈
恵
救
済
資
金
制
度
は
、
基
礎
が
確
実
で
あ
る
慈
恵
病
院
、
孤
児
院
、
感
化
院

377 

等
の
慈
恵
救
済
事
業
に
資
金
補
助
し
よ
う
と
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
資
金
は
、
自
由
に
使
え
る
性
格
の
も
の
で
は
な



く
、
上
毛
孤
児
院
に
対
し
て
も
、
左
記
の
よ
う
な
細
か
い
指
示
が
な
さ
れ
た
。

指
令
庶
第
八
ニ
競

378 

前
橋
市
桑
町
三
十
一
番
地

上
毛
孤
児
院
院
主

岡
市
岩
神
村
百
四
捨
九
番
地

上
毛
孤
児
院
主
任

宮

内

文

作

金

子

尚

雄

明
治
三
十
三
年
六
月
廿
一
日
付
上
毛
孤
児
院
基
本
金
補
助
申
請
ノ
件
聞
届
ケ
慈
恵
教
済
資
金
ノ
内
ヨ
リ
金
壱
百
円
下
附
候
条
左
掲

ノ
事
項
将
来
無
相
違
遵
行
ス
ル
旨
請
書
提
出
ノ
上
現
金
請
求
ス
ヘ
シ

明
治
三
十
三
年
七
月
十
一
日

日
』
一
群
馬
豚
一

F
O
一
知
事
印
一

一
、
孤
児
院
ノ
施
設
経
営
ニ
関
シ
テ
ハ
鯨
知
事
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
及
其
指
示
誘
導
ニ
従
フ
寸

二
、
収
容
児
童
皐
齢
ニ
達
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
公
立
祭
校
－
一
就
翠
セ
シ
メ
且
翠
令
ヲ
過
タ
ル
ト
キ
ハ
質
業
ノ
練
習
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
コ
ト

三
、
補
助
金
ハ
基
本
財
産
ニ
編
入
シ
元
本
ヲ
費
消
セ
サ
ル
ー

群
馬
鯨
知
事

古

荘

嘉

四
、
補
助
金
ハ
国
債
証
書
ヲ
購
入
シ
若
タ
ハ
確
質
ナ
ル
銀
行
ニ
寄
托
ス
ル
寸

但
銀
行
ニ
寄
託
ス
ル
ド
キ
若
ク
ハ
寄
托
替
ヲ
為
シ
又
ハ
国
債
証
券
ヲ
購
入
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
届
出
ス
ル
寸

五
、
補
助
金
ノ
利
子
ハ
孤
児
、
棄
児
、
迷
子
ノ
養
育
以
外
ニ
費
消
セ
サ
ル
ー

但
他
ノ
慈
恵
事
業
ニ
費
消
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
キ
寸



六
、
知
事
ニ
於
テ
舎
計
帳
簿
並
ニ
現
金
証
書
証
券
ノ
類
ヲ
検
閲
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
真
ニ
其
要
求
ニ
態
ス
ル
寸

七
、
毎
年
度
稼
算
ヲ
其
ノ
年
度
ノ
初
メ
ニ
於
テ
毎
年
度
決
算
ヲ
翌
年
度
（
何
）
月
迄
ニ
届
出
ツ
ル
寸

A
、
孤
児
院
ヲ
底
ス
ル
ト
キ
ハ
下
付
ノ
補
助
金
ハ
之
ヲ
返
納
ス
ル
寸

本
指
令
は
施
設
経
営
に
対
す
る
県
知
事
の
監
督
・
指
示
・
誘
導
を
受
け
る
こ
と
、
学
齢
児
童
の
就
学
を
条
件
と
し
、
さ
ら
に
、
補

助
金
は
基
本
財
産
に
編
入
し
元
本
を
費
消
し
て
は
な
ら
な
い
等
と
し
、
予
算
決
算
の
報
告
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
制
度
に
よ
る
基
本
金
補
助
の
額
は
、
上
毛
孤
児
院
財
政
全
体
か
ら
み
る
と
大
き
な
位
置
は
し
め
な
か
っ
た
が
、
県
が
「
起
案
ノ

説
明
」
に
あ
た
っ
て
「
其
額
少
ナ
リ
ト
雛
モ
十
年
ノ
後
千
円
ノ
基
本
財
産
ヲ
得
へ
ク
他
又
庚
ク
慈
善
家
ノ
同
情
ヲ
得
ン
乎
事
業
、
瀦

張
得
テ
期
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
述

e
へ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
的
信
用
を
得
る
た
め
に
は
役
だ
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
当
時
、
こ
う
し
た

孤
児
院
に
対
す
る
社
会
的
評
価
は
、
「
乞
食
の
親
分
く
ら
い
」
に
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
博
愛
社
（
大
阪
府
所
在
の
孤
児
院
〉
社
長

小
橋
カ
ツ
エ
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
石
井
十
次
設
立
の
岡
山
孤
児
院
に
宮
内
省
か
ら
の
下
賜
金
が
出
た
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
、

（

mv 

そ
れ
は
「
当
時
人
々
を
驚
か
す
に
十
分
の
出
来
ご
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
は
広
く
か
っ
大
き
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

児童収容施設の形成・展開過程

（
註
9）

（註叩）

（註
U
）

（
註
ロ
）

（
註
日
）

（註
M
）

（
註
日
）

（
註
国
）

『
上
毛
孤
児
院
十
年
紀
』
（
附
録
）
二
五
J
二
七
頁

群
馬
県
庁
所
蔵
資
料
『
慈
恵
救
済
資
金
関
係
番
類
内
務
部
第
一
課
』
所
収

同
右

同
右

辻
善
之
助
編
『
慈
恵
救
済
史
料
』
複
刻
版
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
六
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

上
毛
愛
隣
社
所
蔵
資
料
『
基
本
金
田
一
関
ス
ル
』
所
収

群
馬
県
庁
所
蔵
資
料
『
前
掲
文
書
』
所
収

柴
閏
善
守
『
石
井
十
次
の
生
涯
と
思
想
』
春
秋
社
一
九
六
四
年
八
頁
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四
結
語
に
か
え
て
・

380 

以
’上
、
本
稿
で
は
、
上
毛
孤
児
院
の
経
営
、
財
政
の
整
備
過
程
を
み
て
き
た
、
創
設
当
初
、

，院
設
立
賛
意
者
の
周
辺
に
支
援
を
求

め
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
経
営
を
進
め
て
き
た
上
毛
孤
児
院
が
、
こ
の
期
に
基
本
金
制
度
、
賛
助
員
制
度
の
導
入
、
慈
善
演
芸
会
の

か
ね
て
よ
り
申
請
の
財
団
法
人
化
を
契
機
に
、
支
援
の
輸
を
「
身
内
の
人
々
」

開
催
等
を
実
施
、
機
関
誌
『
孤
児
乃
友
』
を
発
刊
、

（
前
橋
教
会
員
等
を
中
心
と
す
る
基
督
教
会
員
た
ち
〉
か
ら
、

一
般
県
民
へ
と
拡
大
し
、
院
経
営
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
収
支
一
覧
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
な
か
な
か
安
定
し
た
経
営
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

結
語
と
言
う
に
は
資
料
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
り
、
資
料
の
整
理
を
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
更
に
作
業
を
進
め
、
今
析
を
深
め

－e

、。

ゆ
れ
’
hw付

記

本
稿
は
、
昭
和
田
山
－

U
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
C
に
お
い
て
「
明
治
期
育
児
施
設
の
形
成
過
程
に
関
す
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